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《 長崎新聞　令和 8年 1月 26 日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。新

聞
掲
載
記
事
よ
り

【
回
答
】
障
害
や
認
知
症
が

あ
る
高
齢
者
を
自
宅
で
介
護

す
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
施
設
で
良
い
介

護
を
受
け
る
こ
と
で
本
人
は

も
と
よ
り
介
護
す
る
人
も
健

や
か
に
生
活
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

　

違
い
を
簡
単
に
記
載
し
ま

す
。

▼
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
特
養
）
主
に
社
会
福
祉
法

人
や
地
方
公
共
団
体
が
設

置
・
運
営
の
主
体
で
す
。
原

則
と
し
て
要
介
護
3
以
上
の

常
時
介
護
を
必
要
と
し
、
か

つ
自
宅
で
介
護
を
受
け
る
こ

と
が
困
難
な
人
が
入
所
可
能

で
す
。
比
較
的
低
額
な
利
用

料
で
入
所
で
き
ま
す
が
、
空

き
を
待
つ
こ
と
が
多
い
で
す
。

▼
介
護
老
人
保
健
施
設
（
老

健
）
医
学
的
な
管
理
の
下
、

リ
ハ
ビ
リ
や
医
療
・
介
護
を

提
供
す
る
所
で
す
。
社
会
福

祉
法
人
・
地
方
公
共
団
体
・

医
療
法
人
が
設
置
・
運
営
主

体
で
す
。
在
宅
復
帰
・
支
援

を
目
指
す
た
め
の
「
中
間
施

設
」
で
す
の
で
、
長
期
間
の

利
用
は
原
則
と
し
て
で
き
ま

せ
ん
。

▼
介
護
医
療
院
長
期
療
養
・

生
活
の
た
め
の
施
設
で
す
。

社
会
福
祉
法
人
・
地
方
公
共

団
体
・
医
療
法
人
等
が
主
な

運
営
主
体
で
す
。
重
篤
な
疾

病
を
持
つ
人
が
医
療
を
受
け

な
が
ら
長
期
療
養
を
行
う
所

で
す
。
終
末
期
医
療
も
行
い

ま
す
。

▼
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ホ
ー
ム
の
職
員
に
よ
る
各
種

の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
行

う
有
料
ホ
ー
ム
で
す
。
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
訪
問
介
護

な
ど
の
外
部
事
業
者
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ま
す
。
介
護
度

に
よ
る
入
居
の
制
限
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医
療

依
存
度
や
介
護
度
が
上
昇
す

る
と
退
去
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム

各
種
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
が

介
護
保
険
給
付
の
対
象
と
な

り
ホ
ー
ム
か
ら
提
供
さ
れ
ま

す
。
自
立
・
要
支
援
か
ら
入

所
で
き
る
「
混
合
型
」
と
要

介
護
1
か
ら
の
「
介
護
専
用

型
」
が
あ
り
ま
す
。
医
療
依

存
度
・
介
護
度
が
上
昇
す
る

こ
と
で
退
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
（
サ
高
住
）
自
治
体

の
登
録
制
で
い
く
つ
か
の
基

準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
般
の
ア
パ
ー
ト
な
ど
と
同

様
の
「
建
物
賃
貸
借
契
約
」

と
な
り
、
居
住
権
が
法
的
に

保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
は
別
途
外
部
事
業

者
と
の
契
約
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

▼
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
ケ
ア

ホ
ー
ム
）
低
額
な
料
金
で
入

所
で
き
、
日
常
生
活
に
必
要

な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
認
知
症
の
高
齢
者
が
、

地
域
社
会
の
中
で
少
人
数
の

共
同
生
活
を
行
う
た
め
の
施

設
で
す
。
原
則
と
し
て
施
設

所
在
地
に
住
ん
で
い
る
認
知

症
の
高
齢
者
で
、
か
つ
要
介

護
1
以
上
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
施
設
を
利
用
す
る
か

は
、
主
治
医
・
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
と
よ
く
相
談
し
選
ぶ

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

�

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

　この欄では県医師会が医療制度全般の質
問にお答えします。質問希望の方は知りた

い内容を分かりやすくまとめ、〒 852－8601、長崎市茂里町3の1、長崎
新聞社生活文化部「医療制度Ｑ＆Ａ」係までお送りください。不明な点
をお聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
明記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

高
齢
者
施
設
の
種
類

主
治
医
ら
と

相

談

を

【
質
問
】
高
齢
の
父
を
介
護
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
・

介
護
施
設
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。（
65
歳
、女
性
）

質問をどうぞ

介
護
度
な
ど
で
選
択
肢
分
か
れ
る

介
護
度
な
ど
で
選
択
肢
分
か
れ
る




